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②  コミュニティ拠点型都市機能誘導区域と暮らし維持型都市機能誘導区域 

 

 

 

 

・飯塚片島、立岩コミュニティ拠点は中心拠点型都市機能誘導区域に、穂波、筑穂、庄内、頴田コ

ミュニティ拠点はそれぞれ地域拠点型都市機能誘導区域に、菰田コミュニティ拠点は学園都市型都

市機能誘導区域に含まれます。 


